
愛読している宮崎中央新聞に、『⽣
きていく上で⼤切なもの。それは、
所有物ではなく、旅や書物などを通
し た「経 験」に お ⾦ を 使 う こ と。』
という⾔葉があり、それ以来、旅⾏
に⾏く頻度や年に読む本の数が増え
てきたような気がします。

昨年は出張を含めると、平泉、⽇本
アルプス、⾦沢、仙台、⻄表島など。
海外はシリコンバレーやベネチアに

訪れ、⽇常を離れてその⼟地の⾃然
や⽂化、歴史を味わうことができま
した。乱読ですが年間40冊前後の本
も読むようになりました。
旅はまだしも、本は⾃分の⻑年培っ
たノウハウを1500円前後で読めるの
ですから本当に素晴らしいことだな
と毎回感じています。もちろん良書
もあれば、タイトルにひかれて購⼊
したものの途中で挫折したものもあ
りますが(^^;

旅や本で経験を積むと、視野が広く
なり、⾊んな⼈と幅広いコミュニ
ケーションが取れる。コミュニケー
ションが取れると、またそれが財産
になる。なので、所有物ではなく、

「経験」を得られる本や旅は、⼈が
成⻑していくためには必須なのかも
ですね。

かしこい 経 営 で 元 気 な 会 社 を
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皆さんは、次の⽂章の空欄にどのような⾔葉を⼊
れますか？
1 シンガポールといえば、「         」。
2 マレーシアといえば、     「         」。

1,000⼈を対象としたアンケートによると、1の答
えの殆ど（50.3％）がマーライオンで、2位の答え

（きれい）の8％を⼤きく上回りました。
対して、2の答えの1位は、なんと、特にない…。
シンガポールはとても⼩さな国で熊本県の1/10ほ
どしかありませんし、資源も少なければ世界遺産
もひとつだけ。このないない尽くしのシンガポー
ルですが、観光に⾏くとしたらどちらに⾏きたい
かというアンケートでは、5割の⽅がシンガポール、
次いで特にない、マレーシアと答えた⼈はわずか
16％程度という寂しい結果でした。

この結果は、マーライオンというひとつのシンボ
ルによるところが⼤きいでしょう。1年間の観光客
数では、シンガポールは複数の世界遺産やきれい
なビーチリゾート、⾯積が500倍あるマレーシアを
上回っています。あれもこれもではなく、ひとつ
だけ有名なシンボルがあるほうがイメージがわき、
親近感を覚えるのでしょう。だって、マーライオ
ンも近くで⾒ると⼤したことありません（笑）

シンボルはありますか？

■シンガポール vs マレーシア

新⽥哲也の

■シンボルの効果
⼩さな企業が⼤きな企業若しくは同業他社に勝っ
ていくために、このシンガポールの事例が参考に
なります。企業が独⾃の個性を発信し、他社より
も消費者に選ばれるためには、核（シンボル）と
なる商品があるということは有効です。

品揃えは沢⼭あるのだけれども、平均的で個性が
ない。あるいはあまり知られていない、よりもＡ
社といえば、●●！という商品があるかどうか。
洋菓⼦店でいえば、あそこのチーズケーキは絶品!!

■シンボルになるためには。
商品にシンボル性を持たせるために、次を参考に
してください。ひとつめは、価値があるか。消費
者の欲求を満たす価値が感じられるということで
す。ふたつめは、独⾃性があるか。他社の類似商
品とやはり⼀線を画している必要があります。最
後に、優位性です。専⾨性や技術など⾃社の強み
を基盤にした商品であることが求められます。

あそこはネギラーメンが看板商品!!
⽺羹といえば、⻁屋!!
例えが、⾷べ物ばかりになってしまいましたが…。
つまりは、あれもこれもそこそこの商品がある店
や企業は、あまり流⾏っていないし、ブランド⼒
のある企業にはなっていません。

■シンボル商品があることのメリット
1 シンボルが企業の個性を消費者に発信してくれる
＝イメージしやすい。
2 ある商品（シンボル）が優れていれば、別の商品
も優れていると思われやすい。これは、企業イメー
ジを⾼める効果もあるでしょう。
3 シンボル商品が尖っていれば、消費者を引き寄
せ、他の商品の購買へも繋がっていく。
4 シンボル商品の技術が⾼まることで、引きずられ
て他の商品の技術も向上していく。
5 競合他社に優位に⽴つシンボル商品を⽤意してい
ると、働く社員の⼠気も⾼まっていきます。

他社と商品が同質化してしまうと、最終的には価
格での競争になってしまいます。価格競争になれ
ば、⼩さな企業は⼤きな企業に太⼑打ちできませ
ん。ぜひ、⼩さな企業（にかかわらず）は⾃社に
シンボル商品があるか再確認をしてみませんか。

参考図書/⼩が⼤を超えるマーケティングの法則
（⽇本経済新聞出版社）



平成30年2⽉の⽇本経済新聞の
私の履歴書は、株式会社良品計
画の松井忠三さん。この本を読
んでいたおかげで、毎⽇楽しみ
に読むことができました。

「やはり仕組みだよ、新⽥くん」
年⻑の同業先輩が私によく話し
てくれた⾔葉です。組織づくり
を⾏うにあたり「仕組みづくり」
の重要性を教えて頂きました。

この本も企業（組織）における
仕組みづくり、その⼿法、なぜ
その考えに⾄ったか、仕組みづ
くりの効果などを教えてくれま
す。ブランド無印良品は仕組み
づくりの成果物といっても過⾔
ではないというのが分かります。

現場でレベルの異なる個⼈に依
存してしまうと場当たり的な対
応 に 終 始 し た り、等 質 等 量 の
サービスを提供できなくなりま

所得税も相続税も贈与税も累進課税です。
贈与税でいえば、最⾼税率は55％なので基礎控除
後が4,500万円を超えた贈与になると55％の税率が
全ての⾦額に乗じられると思いがちですが、仮に
5,000万円の贈与が⾏われたとしても、贈与税額は
2,049万円で実⾏税率は41％程となります。

実効税率差を⽤いた相続税の節税策をご紹介しま
す。相続財産が2億円、相続⼈が1⼈とすると、相
続税は4,860万円となります。この場合の相続税実
⾏税率は、4,860万円÷2億円＝24.3％。

次に、贈与税（直系尊属から20歳以上の者へ贈与）
の実効税率表から24.3％となるゾーンを⾒つけま
す。すると1,000万円超1,500万円以下のゾーンであ
ることがわかるので、これを贈与税の速算表に当
てはめて、税率40％と控除額190万円を求める。

実効税率差を利⽤した節税策

無印良品は、仕組みが９割
松井 忠三／⾓川書店

業績を伸ばそうとノルマを厳しくしたり、部下のやる気を引き出そうと発破をかけたりする。
それも⼤切なことかもしれませんが、それより、仕組みをつくってみてください。
そうすれば、⼈(部下)は⾃然と⾏動を変えてくれるはずです。

そして、最後にこれらを逆算して、求めた⾦額が
⽣前贈与分岐点で、この場合であれば、1,210万円
となります。この⾦額に贈与税の基礎控除額の110
万円を加えた⾦額、1,320万円より少ない⾦額の⽣
前贈与であれば、相続税の節税効果を⽣むという
ことです。

実効税率差を使⽤した戦略的な節税対策を実⾏し
ていきましょう。

す。そればかりか、管理する側
もされる側も疲弊します。組織
の仕組みづくりを学びたい⽅は
ぜひ⼿に取ってみられては。



私のカレンダーには、数週間おきに「Ｃ」や「Ｍ」
や「Ｋ」の⽂字が並びます。

私のスケジュールをweb上で確認することができる
社員からは、最初のころ、『「Ｃ」って何ですか？』

『「Ｋ」って何ですか？』と聞かれていましたが、
今はみんなも、何となく、分かっているようです。

⼤したことなくて、「Ｃ」は、コンタクトのＣ。2
ＷＥＥＫのソフトコンタクトレンズを交換した⽇。
2週間前後に交換するための⽬安のために⼊れてい
るだけです。
 「Ｍ」は、これも同じくらいの頻度になりますが、
2週間に1回くらいで60分のマッサージを受けてま

政府は3⽉13⽇、⺠法の改正案を閣議決定し、国会
にその法案が提出されました。施⾏時期は未定。

１ 配偶者の居住の保護
配偶者が相続開始時に被相続⼈所有の建物に住ん
でいた場合、終⾝または⼀定期間住み続けること
ができる「配偶者居住権」を創設。

⺠法（相続分野）など改正案のポイント

「C」・「M」・「K」

従来の会計、税務業務だけにとらわれず、企業の経営戦略につながる全般的経営コンサルタント業務に⼒を注いでいます。
会計税務顧問／経営戦略顧問／戦略経営者塾の開催

ご 相 談 は お 気 軽 に

２ 遺産分割
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が居住
⽤不動産を遺贈・贈与されたときは、その不動産
を原則として遺産分割の計算対象とみなさない。
３ 遺⾔制度
⾃筆証書遺⾔の財産⽬録を⾃筆ではなく、パソコ
ンなどでも作成可能にする。
４ 相続⼈以外の貢献の考慮
相続⼈以外の被相続⼈の親族が被相続⼈の介護を
⾏っていた場合、相続⼈に⾦銭請求できる。

す。いつのまにか、受けないといけないようなルー
ティンになってしまいました。前回⾏った⽇を確
認するために⼊れています。それをみて、もうそ
ろそろかなと。

最後の「Ｋ」は、髪を切った⽇（笑）。これは３〜
４週間の頻度。伸びたら理容店に⾏く、という感
覚ではなく、やはり、これもルーティンで⼀定の
⽇数をおいて実⾏してます。なんか、性格が出て
いますかね…。

因みに、理容店は中学⽣の頃から切ってもらって
いる尾ノ上にある「原宿」というところです（笑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


